
 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 ポートアイランド沖建設残土基地計量機器補修 

 契 約 業 者 名 株式会社アセック 

 随意契約の理由 地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 本業務は、建設残土処分に係る計量機器を補修するものである。本機器は、1991年度

に上記業者が製作・納入したものであり、建設残土を測量し、処分料金の算出に利用され

ている。納入から34年が経過して経年劣化が進行しているため、建設残土受け入れ業務

を安定的に継続するため、補修が必要である。 
 計量システムは多様な機器により構成されており、システムが問題なく機能するよう一

体的に設計されている。したがって、補修にあたっては、製作者しか知り得ない専門的技

術・知識が不可欠であり、本業務対象外の既設機器との整合が必要となるため、他の業者

では補修後のシステム性能を保証することができない。また、残土の受け入れを停止させ

ることなく機器の取り替えを行う必要があり、既設システム構成を熟知していることも必

要である。以上の理由により、地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号に該当す

るため、上記請負人と随意契約を締結する。 

担当部署 

（問合せ先） 
港湾局空港整備課  （電話番号 595-6269） 
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